
「
松
代
大
本
営
」
の
建
設
に
関
す
る
研
究

は
じ
め
に

太
平
洋
戦
争
末
期
、
一
九
四
四
年
に
陸
軍
省
が
計
画
し
東
部
軍
が
実
行
し
て
構
築

を
始
め
た
い
わ
ゆ
る
「
松
代
大
本
営
」
は
、
一
九
四
五
年
七
月
末
に
は
天
皇
自
身
、

「
三
種
の
神
器
」
を
持
っ
て
移
ろ
う
と
決
意
す
る
ま
で
に
至
っ
た
、
太
平
洋
戦
争
の

性
格
・
意
味
を
知
る
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
四
十
数
年
を
経
過
し
て
残
る

地
下
壕
お
よ
び
関
連
施
設
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
る
べ
き
史
跡
で
あ
ろ
う
。

「
松
代
大
本
営
」
に
関
す
る
研
究
が
近
来
急
速
た
す
す
み
、
そ
の
建
設
目
的
、
計

（江1）

画
、
労
働
力
、
建
設
経
過
、
今
日
的
意
義
等
が
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
そ
の
中
で
、
大
量
に
勒
具
さ
れ
た
朝
鮮
人
の
労
働
力
の
借
板
す
べ
き
数
字
を
は

じ
め
、
そ
の
強
制
的
連
行
に
ょ
る
労
働
力
の
移
入
調
整
の
具
体
的
実
態
は
ま
だ
不
明

な
点
が
多
く
、
こ
れ
を
締
っ
た
日
本
人
の
労
働
力
も
ま
た
、
労
働
に
従
事
し
た
体
験

（2）

者
の
証
言
は
あ
る
も
の
の
、
ど
ん
な
方
法
、
順
序
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
た
か
不
明
な

分
野
が
多
く
、
研
究
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
手
薄
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
た
び
長
野
県
更
埴
市
教
育
委
員
会
内
更
埴
市
史
編
纂
室
に
お
い

て
、
そ
の
所
蔵
文
書
中
か
ら
「
国
民
勤
労
報
国
隊
関
係
書
類
綴
　
稲
荷
山
町
役
場
」

と
い
う
公
文
宰
一
冊
を
発
見
し
、
そ
の
中
に
多
数
の
「
松
代
大
本
営
」
関
係
文
書
が

（3）

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
筆
者
が
借
覧
し
た
と
こ
ろ
、
き
わ
め
て

青

　

木

　

孝

　

寿

史
料
的
価
値
の
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
こ
の
史
料
を
中
心
に
し
て
以
下
の
よ

う
な
問
題
に
つ
い
て
研
究
し
た
い
。
な
お
稲
荷
山
町
は
、
現
在
の
更
埴
市
の
管
内
に

含
ま
れ
る
古
い
町
で
あ
る
。

u
∵
こ
れ
ま
で
公
文
書
に
ょ
っ
て
の
「
松
代
大
本
営
」
に
関
す
る
動
員
状
況
を
明
ら

か
に
し
た
研
究
は
ご
く
少
な
い
の
で
、
日
本
人
の
勤
労
動
員
の
全
容
を
う
か
が
う
た

め
の
一
地
域
、
更
級
郡
稲
荷
山
町
の
実
態
を
み
た
い
。

囲
　
こ
の
文
書
中
、
朝
鮮
人
労
働
力
の
移
入
に
よ
っ
て
日
本
人
の
動
員
人
数
や
労
働

日
数
を
減
ら
す
問
題
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
の
実
撥
と
意
味
を
考
察
し
た
い
。

周
　
陸
軍
省
で
は
「
松
代
大
本
営
」
を
長
野
県
松
代
町
付
近
に
決
定
し
た
理
由
の
一

（4）

つ
に
、
長
野
県
は
比
較
的
労
働
力
が
潤
沢
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

労
働
力
の
内
容
を
、
動
員
者
の
年
齢
・
職
業
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

一
勤
労
動
員
の
実
意

大
本
営
移
転
計
画
の
発
端
は
、
大
本
営
が
「
絶
対
国
防
圏
」
と
し
て
い
た
太
平
洋

上
の
拠
点
が
陥
落
ま
た
は
空
襲
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
出
て
き
た
こ
と
か
ら
、
陸
軍

省
軍
事
課
予
算
班
の
井
田
（
の
ち
岩
田
）
正
孝
少
佐
（
の
ち
中
佐
）
が
、
一
九
四
四

年
l
月
ご
ろ
富
永
恭
次
陸
軍
次
官
に
進
言
し
た
こ
と
が
は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
。

（5）

井
田
少
佐
の
証
言
に
よ
る
と
そ
の
理
由
は
、
天
皇
・
大
本
営
・
政
府
と
い
う
日
本
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の
中
枢
を
空
の
脅
威
（
空
襲
）
か
ら
守
っ
て
、
本
土
決
戦
に
お
け
る
最
後
の
指
揮
を

と
る
た
め
に
大
本
営
を
信
州
に
移
転
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

あ
ら
か
じ
め
大
本
営
を
建
設
し
て
お
き
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
「
国
体
の
護
持
」

（
絶
対
主
義
天
皇
制
の
維
持
）
と
い
う
目
的
を
達
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
実
、

一
九
四
五
年
七
月
に
は
、
重
臣
木
戸
幸
一
内
大
臣
の
信
州
移
動
の
建
言
に
天
皇
も
賛

成
し
、
「
国
体
の
護
持
」
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
決
意
し
た
の
で
あ
る
（
実
際
は
移

（6）

動
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
）
。

私
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
「
松
代
大
本
営
」
の
建
設
と
そ
の
役
割
は
、
①
本
土
空
襲

を
避
け
る
㊤
本
土
決
戦
に
備
え
る
④
そ
し
て
「
国
体
の
護
持
」
と
い
う
三
つ
の
要
素

が
重
な
り
あ
い
な
が
ら
推
移
し
た
と
考
え
て
い
る
。

建
設
の
経
過
を
み
る
と
ま
ず
、
松
代
町
付
近
が
井
田
少
佐
ら
に
よ
っ
て
適
地
と
さ

れ
、
四
四
年
八
月
陸
軍
大
臣
か
ら
東
部
軍
に
着
工
命
令
が
出
さ
れ
、
九
月
関
係
地
区

の
買
収
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
九
月
上
旬
加
藤
幸
夫
建
技
少
佐
・
青
田
栄
一
建
技
大
尉

ら
が
き
て
、
松
代
町
ほ
か
近
接
の
清
野
・
西
条
・
豊
栄
・
東
条
の
四
力
村
三
地
区
に

一
万
三
千
人
（
家
族
共
）
の
労
務
者
の
入
る
宿
舎
（
飯
場
）
を
十
月
末
ま
で
に
建
設

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
九
月
中
旬
東
部
軍
よ
り
特
設
作
業
隊
二
個
中
隊
が
到
着
、
中

隊
に
は
、
軍
人
二
展
畠
∵
動
員
学
徒
の
ほ
か
大
工
・
鳶
・
左
官
な
ど
も
約
八
〇
名
編

（7）

成
さ
れ
て
い
た
。

「
松
代
大
本
営
」
と
い
う
表
現
は
、
公
称
さ
れ
て
い
な
い
。
秘
密
工
事
と
し
て
外

部
に
対
し
て
東
部
軍
命
令
は
、
建
設
物
を
「
松
代
倉
庫
」
と
称
し
て
お
り
、
工
事
名

は
、
そ
の
命
令
が
出
た
日
を
と
っ
て
、
「
マ
二
〇
・
四
）
工
事
」
と
か
「
マ
（
三
・

（8）

二
三
）
工
事
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
松
代
町
付
近
に
お
け
る
工
事
場
は
、
イ
地
区

（
象
山
地
下
壕
、
政
府
・
N
H
K
予
定
）
、
ロ
地
区
（
舞
鶴
山
地
下
壕
、
大
本
営
、
天

皇
・
皇
后
「
御
座
所
」
予
定
）
、
ハ
地
区
（
皆
神
山
地
下
宴
、
食
料
倉
庫
）
で
あ
り
、

こ
れ
ら
を
主
体
に
建
設
工
事
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
ほ
か
青
光
寺
平
一
帯
、
上
高
井
郡

小
布
施
村
、
同
須
坂
町
、
長
野
市
の
善
光
寺
温
泉
付
近
な
ど
に
通
信
・
燃
料
基
地
、

皇
族
住
居
な
ど
の
地
下
濠
が
建
設
さ
れ
て
い
く
。

ま
ず
労
務
者
の
宿
舎
建
設
か
ら
地
下
壊
掘
削
完
了
ま
で
の
工
事
は
、
「
マ
（
一
〇
・

四
）
工
事
」
と
呼
称
さ
れ
た
。
こ
れ
は
陸
軍
省
か
ら
、
「
松
代
倉
庫
」
の
建
設
と
し

て
一
九
四
四
年
十
月
四
日
に
工
事
命
令
が
発
令
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
宿
舎
建
設
に

つ
い
て
前
述
の
東
部
軍
二
個
中
隊
に
、
さ
ら
に
長
野
県
が
斡
旋
し
た
長
野
県
労
務
報

国
会
会
員
と
地
元
消
防
隊
員
等
一
日
平
均
三
〇
〇
名
が
加
わ
り
、
敷
地
の
造
成
、
仮

設
建
築
の
建
設
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
予
定
よ
り
半
月
近
く
工
期
を
短
縮
し
て
十
月
下

（10）

句
に
は
全
工
事
が
完
了
し
た
。

労
務
報
国
会
に
つ
い
て
長
野
県
労
務
報
国
会
更
級
支
部
長
は
、
十
月
十
九
日
付
和

（11）

荷
山
町
長
宛
依
妖
文
書
の
中
で
、
東
部
軍
作
戦
命
令
に
基
づ
き
松
代
町
附
近
に
「
重

安
な
る
然
も
最
も
緊
急
を
要
す
る
工
事
施
行
せ
ら
る
ゝ
に
当
り
之
が
所
要
作
業
員
を

長
野
県
労
務
報
国
会
に
充
足
方
要
請
あ
り
た
る
が
時
局
下
軍
の
要
望
に
即
応
し
当
支

部
よ
り
も
既
に
夫
々
の
要
具
は
欣
然
と
し
て
出
動
中
に
し
て
」
と
記
し
て
、
松
代
工

事
へ
の
動
員
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
依
兢
文
書
は
、
さ
ら
に
そ
の
「
挺
身
隊
負
と
し

て
出
動
せ
る
者
」
　
の
「
帰
農
は
該
工
事
の
性
質
よ
り
し
て
交
代
を
為
し
得
ざ
る
状

況
」
な
の
で
、
日
下
農
繁
期
に
入
ろ
う
と
す
る
折
か
ら
、
出
動
隊
員
の
家
庭
の
援
農

を
し
て
ほ
し
い
と
依
顕
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
稲
荷
山
町
の
田
中
小
一
郎
ら
一

二
名
の
出
動
著
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

宿
舎
建
設
が
完
了
し
た
の
ち
、
地
下
壊
建
設
の
最
初
の
発
破
が
か
け
ら
れ
た
の

は
、
イ
地
区
（
象
山
）
に
お
け
る
十
一
月
十
一
日
午
前
十
一
時
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

朝
鮮
人
労
働
者
な
ど
が
地
下
壕
掘
削
に
当
た
っ
て
い
る
が
、
篠
ノ
井
国
民
勤
労
動
員

署
に
お
い
て
一
般
勤
労
報
国
隊
の
動
員
の
た
め
、
準
備
を
管
下
の
町
村
長
・
巽
賛
壮

年
団
長
宛
て
に
依
頼
し
た
の
は
十
一
月
二
十
九
日
付
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、

（12）

「
　
　
国
防
土
建
工
事
要
員
二
閑
ス
ル
件

現
下
極
メ
テ
緊
迫
セ
ル
戦
局
二
即
応
セ
ソ
ガ
為
、
今
般
埴
科
郡
清
野
村
、
豊
栄

村
、
西
条
村
地
籍
：
於
テ
東
部
軍
マ
二
〇
四
）
工
事
施
行
致
ス
コ
ト
、
相
成
、

（力脱）

之
ガ
労
務
者
ノ
動
員
二
関
シ
テ
ハ
追
而
国
民
勤
労
報
国
協
令
ノ
発
動
ヲ
見
ル
コ
ト

、
思
料
空
フ
レ
侯
二
就
テ
ハ
、
貴
職
二
於
テ
濠
メ
相
当
要
員
選
抜
編
成
準
備
ノ
上
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之
ガ
発
令
ノ
際
ハ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
セ
ラ
レ
度
、
当
本
工
事
ノ
緊
急
重
要
性
二
鑑
ミ

要
員
ノ
充
足
ハ
必
須
ノ
要
件
ニ
シ
テ
、
貴
村
ノ
御
協
力
ニ
倹
ツ
コ
ト
不
砂
候
粂
格

段
ノ
御
配
意
相
痕
度
此
段
及
御
依
頼
侯
也
、
」
（
句
読
点
筆
者
）

と
あ
り
、
期
間
は
一
九
四
四
年
十
二
月
十
日
よ
り
翌
四
五
年
四
月
三
十
日
ま
で
と

し
、
申
請
要
員
概
数
一
日
一
五
〇
〇
名
と
し
て
い
る
。
松
代
工
事
の
地
元
篠
ノ
井
動

員
署
管
下
町
村
で
四
カ
月
半
、
一
日
一
五
〇
〇
名
の
動
員
を
目
安
と
し
た
こ
と
が
わ

かる。管
下
住
民
に
は
緊
急
重
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、
実
際
に
何
が
建
設
さ
れ
る
か
ま

っ
た
く
秘
密
事
項
で
あ
っ
た
。
稲
荷
山
町
で
動
員
が
具
体
的
に
は
じ
ま
る
の
は
、
発

破
を
か
け
て
か
ら
約
一
カ
月
後
の
十
二
月
十
五
日
・
十
六
日
で
あ
っ
た
。
町
で
は
翼

賛
壮
年
団
勤
労
報
国
隊
が
霹
成
さ
れ
、
十
二
月
十
五
日
の
出
動
隊
員
名
醇
を
作
成
、

隊
長
に
中
村
広
助
、
そ
の
下
に
一
〇
班
を
設
け
班
長
を
決
め
た
（
九
三
名
）
。
同
十

六
日
の
分
も
同
じ
く
、
出
動
隊
の
隊
長
永
井
友
雄
の
下
に
一
〇
班
二
〇
三
名
）
を

設
け
た
。
協
力
令
書
は
、

（lB）

「
　
　
国
民
勤
労
報
国
隊
協
力
令
事

協
力
ス
べ
キ
老
ノ
住
所

（ママ）

氏
名
　
下
略
喜
一
郎
外
l
九
九
名

石
ノ
者
左
記
了
知
ノ
上
本
国
民
勤
労
報
国
隊
二
億
ル
協
力
ヲ
為
ス
べ
シ

記

一
、
出
頭
日
時
　
昭
和
十
九
年
十
二
月
十
五
日
（
十
六
日
）

一
、
出
頭
場
所
　
稲
荷
山
町
役
場
前

国
民
勤
労
報
国
隊
編
成
者
ノ
職
氏
名

長
野
県
更
級
郡
稲
荷
山
町
長
　
閑
　
　
馨

裏
面
参
照

…

…

…

…

…

‥

…

…

…

・

（

キ

リ

ト

リ

線

）

…

…

・

昭

和

　

年

　

　

月

　

　

日

　

　

時

　

　

分

令

事

受

領

氏
名

⑳」

裏
面
（
省
略
）
に
記
さ
れ
た
「
作
業
場
所
在
地
名
称
」
に
は
「
松
代
町
方
酉
、
「
従

事
ス
べ
キ
作
業
ノ
内
容
」
と
し
て
「
軍
緊
急
豪
r
事
」
と
だ
け
し
か
な
い
。
こ
の

と
き
の
工
事
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
各
人
一
日
出
動
の
臨
時
的
な
も
の
で
、
l
九

四
五
年
三
月
巽
賛
壮
年
団
勤
労
報
国
隊
の
町
分
団
ご
と
に
報
償
金
が
計
算
さ
れ
、
出

動
各
人
に
支
給
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
元
町
分
団
は
、
±
l
月
十
五
日
一
〇
名
、
十
六

日
一
〇
名
計
六
四
日
、
一
人
三
円
二
〇
銭
宛
で
あ
り
、
合
計
一
九
六
名
分
、
六
二
七

（14）

円
二
〇
銭
で
あ
っ
た
。

本
格
的
な
動
員
態
勢
は
こ
の
あ
と
で
あ
る
。
十
二
月
二
十
一
日
松
代
町
公
会
堂
に

お
い
て
、
勤
労
報
国
隊
更
級
郡
指
導
支
部
長
・
埴
科
都
岡
・
松
代
警
察
署
長
・
篠
ノ

井
国
民
勤
労
動
員
署
長
名
に
よ
っ
て
、
「
東
部
軍
マ
　
二
〇
四
）
工
事
勤
労
報
国
隊

出
動
二
関
ス
ル
協
議
会
」
が
開
か
れ
た
。
松
代
工
事
の
地
元
更
級
郡
・
埴
科
郡
に
お

（15）

け
る
勤
労
動
員
の
基
本
会
議
で
あ
る
。
協
議
事
項
と
し
て
要
項
を
み
る
と
、
ま
ず
第

l
に
工
事
概
況
が
東
部
軍
・
運
輸
通
信
省
松
代
建
設
隊
・
西
松
鼠
松
代
作
業
隊
か
ら

説
明
さ
れ
、
第
二
に
国
民
勤
労
動
員
署
長
か
ら
動
員
方
式
策
定
が
あ
り
、
第
三
に
勤

労
報
国
隊
編
成
出
動
に
つ
い
て
、
第
四
に
勤
労
報
国
隊
受
入
れ
、
第
五
に
援
護
等
が

協
試
さ
れ
た
。

要
項
に
記
入
さ
れ
た
稲
荷
山
町
役
場
係
員
の
鉛
筆
メ
モ
に
は
、
町
村
労
務
の
割
当

は
「
二
一
〇
〇
名
位
県
下
各
地
よ
り
動
員
ス
ル
」
、
工
事
概
況
で
は
「
三
月
中
二
完

成
ノ
予
定
」
、
動
員
方
式
策
定
で
は
、
「
一
月
十
日
前
後
ヨ
リ
本
格
工
事
二
人
ル
ノ
デ

ロ
ロ
動
員
ヲ
ス
ル
」
、
「
異
壮
勤
報
ノ
足
ラ
ナ
イ
分
ハ
一
般
ヨ
リ
参
加
サ
セ
ル
」
、
編

成
出
動
で
は
「
廉
業
者
ヲ
参
加
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
等
読
め
る
が
、
正
確
な
と
こ
ろ
は

わ
か
ら
ず
慎
重
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
モ
は
こ
の
程
度
に
と
ど
め

る。

各
町
村
・
翼
賛
壮
年
団
等
の
関
係
者
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
松
代
工
事
動
員
を
教
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
配
布
さ
れ
た
運
輸
通
信
省
松
代
建
設
隊
長
に
ょ
る
受
入

要
綱
は
は
じ
め
て
こ
こ
に
公
開
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ほ
ぼ
全
文
を
掲
載

する。
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（16）

「
　
東
部
軍
マ
　
（
一
〇
・
四
）
工
事
勤
労
報
国
隊
受
入
要
綱

長
野
県
埴
科
郡
松
代
町

運
輸
通
信
省
松
代
建
設
隊
長

一
、
作
業
場
所
　
S
地
区
　
埴
科
郡
滑
野
村
地
内

回
仝
　
　
仝
　
　
西
条
村
地
内

二
、
作
業
墓
坑
内
管
出
並
材
料
運
搬
其
他
難
作
業

三
、
勤
務
時
間
　
三
交
代
制
　
八
時
間
（
休
憩
一
時
間
）

二
交
代
制
　
十
二
時
間
（
仝
一
時
間
半
）

四
、
謝
　
金
　
公
定
賃
金
ノ
最
高
格
ヲ
支
給
ス
、
稼
働
奨
励
金
一
ケ
月
二
十
五

日
以
上
、
出
働
並
二
作
業
能
率
優
秀
者
二
対
シ
相
当
額
ノ
賞
金

ヲ
加
給
ス
、
其
ノ
他
当
隊
ノ
都
合
二
依
り
作
業
ヲ
休
止
セ
ル
時

ハ
公
定
貸
金
ヲ
以
テ
謝
金
ト
ス
、

尚
其
ノ
他
ノ
待
遇
ハ
別
途
掲
記
ス

五
、
宿
舎
及
食
費
　
1
、
宿
舎
ハ
軍
建
設
ノ
宿
舎
ヲ
無
料
提
供
ス

2
、
食
費
ハ
　
（
隊
員
負
担
公
定
食
費
）
但
シ
公
病
傷
ノ
場
合

ハ
当
隊
二
於
テ
負
担
ス

3
、
其
他
当
隊
ノ
都
合
二
依
り
作
業
ヲ
休
止
ス
ル
場
合
モ
謝

金
ヲ
給
ス
ル
ヲ
以
テ
食
費
ハ
之
ヲ
徴
収
ス

4
、
寝
具
ハ
持
参
セ
ラ
レ
ク
シ
持
参
者
ニ
ハ
一
夜
一
枚
二
付

キ
金
参
拾
銭
ヲ
支
給
ス

六
、
赴
任
旅
費
及
手
当自

宅
ヨ
リ
就
業
場
迄
ノ
汽
串
、
自
動
亭
賃
金
ハ
実
費
支
給
ス

ル
外
公
定
賃
金
ヲ
以
テ
日
当
ト
シ
テ
支
給
ス

七
、
厚
生
設
備

S
修
養
及
娯
楽
　
動
員
署
長
、
警
察
署
長
其
ノ
他
関
係
官
ノ
訓
育
及
修
養
訓
話

ヲ
御
厨
ス
ル
外
日
刊
新
聞
及
購
入
シ
得
ル
範
囲
与
於
テ
月
刊

雑
誌
ヲ
備
付
セ
ソ
ト
ス
、
其
ノ
他
娯
楽
ト
シ
テ
碁
、
将
棋
ヲ

購
入
ス
べ
ク
手
配
中

国
医
療
検
閲
　
　
公
傷
病
者
ハ
運
輸
通
信
省
ノ
嘱
託
医
ヲ
シ
テ
診
療
セ
シ
ム
ル

外
災
害
手
当
ヲ
支
給
ス
、
尚
別
二
特
別
見
舞
金
ヲ
贈
呈
ス

㈹
餞
別
、
見
舞
金
（
略
）

八
、
表
　
彰
　
　
出
動
能
率
及
作
業
能
率
具
ノ
他
成
績
優
秀
ナ
ル
国
体
並
二
個

人
二
対
シ
三
等
迄
ヲ
審
査
シ
表
彰
状
ヲ
授
与
ス
ル
外
副
賞
ト

シ
テ
金
品
ヲ
授
与
ス

九
、
其
ノ
他
（
略
）

な
お
メ
モ
で
「
五
合
七
勺
、
一
円
二
、
三
十
銭
」
「
入
浴
し
「
ス
ト
ー
ブ
」
「
一
日

（不明）

三
円
二
十
銭
⑳
喰
ロ
ヌ
ケ
六
円
位
ニ
ナ
ル
」
等
後
輩
あ
り
。

こ
の
要
綱
を
み
る
と
、
作
業
場
所
は
S
地
区
伺
地
区
内
地
区
の
三
地
区
、
作
業
内

容
は
坑
内
わ
石
屠
（
ズ
リ
）
を
搬
出
し
た
り
材
料
運
搬
そ
の
他
難
作
業
で
あ
る
。
勤

務
時
間
は
三
交
代
制
と
二
交
代
制
。
謝
金
・
宿
舎
・
食
費
・
厚
生
設
備
等
は
そ
れ
な

り
に
整
備
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
な
か
な
か
き
び
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
人
勤
労
報
国
隊
へ
の
待
遇
で
あ
る
か
ら
こ
の
程
度
用

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
匠
対
し
朝
鮮
人
労
働
者
の
待
遇
は

（17）

き
わ
め
て
劣
悪
、
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
幾
人
か
甲
証
言
が
あ
る
。

動
員
割
当
は
、
前
述
十
二
月
二
十
一
日
の
更
埴
町
村
指
導
支
部
長
協
議
会
に
お
い

て
協
議
き
れ
、
各
部
指
導
支
部
別
割
当
が
各
郡
支
部
代
表
者
参
集
の
上
決
定
さ
れ
、

町
村
指
導
支
部
長
に
通
知
さ
れ
た
。
稲
荷
山
町
の
場
合
は
、
＜
表
l
＞
の
よ
う
に
決

定
し
た
。
期
間
は
入
退
所
日
を
含
め
て
二
〇
日
間
（
の
ち
変
更
さ
れ
て
↑
五
日
間
）

と
し
、
長
野
電
鉄
河
東
線
松
代
駅
前
に
当
日
午
後
一
時
半
集
合
、
携
帯
品
は
寝
具
、

作
業
服
装
（
作
業
衣
・
脚
絆
・
地
下
足
袋
・
軍
手
等
）
、
印
鑑
、
弁
当
舘
（
風
呂
敷
）
、

箸
・
食
器
（
飯
汁
用
茶
碗
又
ハ
井
）
、
配
給
停
止
澄
明
書
、
身
廻
日
用
品
其
の
他
と

な
っ
て
い
る
。
軍
手
は
ト
ロ
押
作
業
に
つ
き
な
る
べ
く
自
家
製
の
も
の
が
可
と
し
て

（娼）
いる。
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＜表1＞　更級郡稲荷山町国民勤労報国隊の「松代工事」動員状況

1944年ユ2月21日当初 刳�� ��鼎R�年1月ユ3日変更割当 凾ｻの後の 変更割当数 俐X�����ﾈ���.�������邊�

順序憫　撰 刳�鱒� 傀x����諷　鼎極当数 劍�hﾔ8��期　間 （月　日） 乖I9i�B�

第1次 ���C���ﾈ��璽��C#��4 �����2�2．1′、′ �#R�ユ2 倆ﾖ倬��2．1・・一2．14 ����

2 ���C���ﾈ璽(�Cr�21 �"�2．10′・一 ����13 �"�2．14′、ノ2．28 澱�

3 ���C#��ﾈ璽(�C�r�18 �2�2．20′・一 ��2�16 �2�2．28′一3．14 �8c2�

4 �(�Cx�ﾈ�X璽(�C#b�13 釘�3．1′、′ �8c��15 釘�3．14′・一3．28 唐�

5 �(�C�x�X�X璽8�C��10 迭�3．11′） ����4 迭�3．28（ノ4．11 釘�

6 �(�C#h�ﾈ�X璽8�C�r�10 澱�3．20（ノ ����4 澱�4．11′一一4．17 �2�

7 �8�C��ﾈ璽8�C#r�10 途�3．30′一 ����途�5．15′・一5．21 �2�

8 �8�C�x�ﾈ�X璽H�CR�10 唐�4．8′、ノ 迭�

9 �8�C#x�ﾈ�X耳璽H�C�R�5 湯�4．18′） 迭�

10 11 滴�CX�ﾈ耳璽H�C#B�H�C�X�ﾈ璽X�CB�5 3 ����4．27′、ノ �2�

11 �#�?ｨｭB�109 ����20日間■ �����－ 途�15日または7日 鼎r�

「国民勤労報国隊害病綴．稲荷山町役場」より作成q

最終決定　第1次～第6次　割当数　44名。

割
当
出
動
計
画
に
ょ
っ
て
国
民
勤
労
報
国
隊
協
力
令
書
が
勤
労
報
国
隊
更
級
郡
指

導
支
部
長
阿
部
朋
文
名
で
動
員
関
係
者
に
交
付
さ
れ
た
（
の
ち
知
事
名
に
な
っ
た
場

合
も
あ
る
）
。
出
頭
日
時
昭
和
二
十
年
一
月
十
日
午
後
一
時
半
、
出
頭
場
所
河
東
線

松
代
駅
前
東
部
マ
（
一
〇
・
四
）
部
隊
で
あ
る
。
稲
荷
山
町
で
は
出
勤
者
の
壮
途
を

（20）

祝
し
役
場
槙
上
で
壮
行
式
を
挙
行
す
る
、
と
関
係
者
に
通
知
を
し
た
。

な
お
こ
こ
で
付
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
病
気
な
ど
の
理
由
（
診
断
書
提
出
）
で

出
動
し
な
い
者
も
い
た
こ
と
で
あ
る
。

二
　
動
員
の
変
更
に
つ
い
て

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
予
期
し
な
い
出
動
日
時
の
変
更
延
期
と
い
う
事
態
が
生
じ

た
。
一
九
四
五
年
（
昭
和
l
l
O
）
一
月
八
日
、
緊
急
電
話
を
も
っ
て
「
軍
作
戦
ノ
都

合
上
」
出
動
日
時
の
変
更
延
期
と
い
う
連
絡
が
き
て
、
同
日
稲
荷
山
町
長
は
出
動
隊

員
に
連
絡
を
と
っ
た
。
同
日
の
篠
ノ
井
国
民
勤
労
動
貞
署
長
か
ら
町
長
宛
の
文
書
に

は
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
今
般
資
材
運
輸
、
半
島
人
移
入
計
画
ノ
実
現
等
ヨ
リ
シ
テ

一
般
地
元
労
務
ノ
極
力
削
減
等
ヲ
考
慮
ス
ル
結
果
」
と
、
出
勤
者
宛
よ
り
や
や
詳
し

く
具
体
的
理
由
を
示
し
、
同
署
管
下
の
動
員
計
画
の
変
更
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
示
し
て

（22）いる。二
月
一
日
　
四
〇
〇
名
　
　
二
月
十
日
　
三
〇
〇
名

二
月
二
十
日
　
四
〇
〇
名
　
　
三
月
一
日
一
〇
〇
名

累
計
　
　
二
一
〇
〇
名

（
以
下
四
月
末
日
迄
二
一
〇
〇
名
ナ
リ
）

そ
し
て
出
勤
日
は
、
第
一
次
・
第
二
次
は
二
月
l
日
出
動
、
第
三
次
以
降
ほ
順
に

繰
上
げ
て
い
く
と
し
て
い
る
。
実
際
の
動
員
酎
当
等
に
つ
い
て
は
あ
と
で
述
べ
る

が
、
こ
こ
で
出
勤
日
の
変
更
延
期
、
動
員
割
当
の
削
減
（
削
減
と
い
う
重
要
な
問
題

も
出
て
き
た
）
お
よ
び
動
員
日
数
の
短
縮
に
つ
い
て
の
理
由
を
さ
ら
に
み
ょ
う
。
一

月
十
九
日
の
勤
労
報
国
隊
更
級
部
指
導
支
部
長
よ
り
稲
荷
山
町
揖
導
支
部
長
宛
の

「
東
部
軍
マ
工
事
勤
労
報
国
隊
出
動
二
閑
ス
ル
件
」
俵
旗
文
書
に
ょ
る
と
、
一
月
十
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三
日
付
を
も
っ
て
二
月
一
日
第
一
次
出
動
人
員
の
手
配
を
依
額
し
た
が
、
動
員
署
長

よ
り
出
動
人
員
の
一
部
変
更
の
申
し
出
が
あ
り
、
実
情
精
査
し
た
と
こ
ろ
ま
こ
と
に

止
む
を
得
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
変
更
手
配
を
依
顕
し
た
い
と
あ
っ
た
。
そ

こ
に
付
せ
ら
れ
た
人
員
変
更
の
理
由
は
、

「
戦
局
ノ
進
展
二
伴
ヒ
工
事
ソ
緊
急
完
成
ヲ
必
要
ト
シ
半
島
労
務
者
ノ
新
規
移
入

等
：
依
り
極
力
地
元
労
務
ヲ
削
減
シ
逼
迫
セ
ル
食
糧
事
情
二
呼
応
シ
土
地
改
良
事

業
及
厳
寒
期
読
莱
増
産
施
設
補
助
等
二
依
ル
労
力
ノ
調
整
ノ
結
果
二
依
ル
」

と
な
っ
て
い
た
。

l
九
四
四
年
末
か
ら
四
五
年
初
頭
に
か
け
て
、
米
俵
に
よ
る
日
本
の
大
都
市
の
工

業
地
帯
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
爆
撃
さ
れ
、
そ
れ
が
激
化
し
て
き
た
時
期
で
あ
り
、
日
本
本

土
空
襲
は
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
右
の
理
由
に
あ

る
よ
う
に
松
代
工
事
の
緊
急
完
成
を
必
要
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
朝
鮮
人
労
務
者
と

い
う
安
価
で
大
量
の
労
働
力
を
新
規
に
移
入
（
実
は
強
制
連
行
等
）
す
る
こ
と
が
ま

ず
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

松
代
工
事
に
お
け
る
朝
鮮
人
労
務
者
の
労
働
力
は
正
確
に
そ
の
数
を
つ
か
む
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
時
期
的
に
ど
う
増
減
し
た
か
も
い
ま
も
っ
て
客
観
的
に
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
こ
の
理
由
を
み
る
と
、
文
書
の
日
時
か
ら
推
し
て
一
九
四
四
年
末

か
ら
四
五
年
初
頭
に
か
け
て
、
朝
鮮
人
労
務
者
を
新
規
に
増
加
さ
せ
、
地
元
日
本
人

労
務
者
の
勤
労
報
国
隊
の
動
員
を
減
ら
し
て
い
っ
た
相
互
の
関
係
を
示
し
て
お
り
、

重
要
な
一
つ
の
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
理
由
を
さ
ら
に
み
る
と
、
地
元
労
務
者
を
削
減
し
た
理
由
は
、
ひ
っ
ぱ
く
す

る
食
塩
事
情
に
対
処
し
て
の
土
地
改
良
事
業
と
厳
寒
期
疏
菜
増
産
施
設
補
助
等
に
よ

る
労
力
調
整
の
結
果
だ
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
食
捏
増
産
の
た
め
の
冬
期
に
お

け
る
作
業
に
地
元
労
務
者
を
ふ
り
向
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
こ
の
理
由
を
裏
面
か
ら
う
か
が
っ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
項
に
掲
げ
た
「
勤
労
報
国
隊
受
入
要
綱
」
を
み

る
と
、
勤
労
報
国
隊
の
作
業
内
容
は
、
坑
内
石
原
搬
出
な
ら
び
に
材
料
運
搬
そ
の
他

雑
作
業
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
作
業
内
容
は
、
坑
内
か
ら
出
て
く
る
掘
削
し
た
際
の

石
膚
の
ト
ロ
ッ
コ
に
ょ
る
搬
出
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
坑
内
最
先
端
に
お
け
る
コ
ソ

プ
レ
ッ
サ
ー
、
削
岩
機
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
、
松
坑
木
な
ど
に
よ
る
危
険
作
業
は
、
日

本
人
の
一
部
労
務
報
国
会
員
等
と
多
く
の
朝
鮮
人
労
務
者
が
あ
た
っ
た
と
み
ら
れ
、

危
険
な
作
業
を
含
む
工
事
に
、
日
本
人
の
か
な
り
高
齢
者
の
多
い
勤
労
報
国
隊
の
よ

う
に
ほ
と
ん
ど
素
人
に
近
い
労
務
者
よ
り
も
、
植
民
地
の
若
い
朝
鮮
人
を
苛
酷
で
危

険
な
作
業
に
充
当
す
る
ほ
う
が
作
業
能
率
が
高
ま
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
作
業
内
容
や
危
険
度
と
い
う
点
で
不
満
の
出
や
す
い
日
本

人
を
減
ら
し
、
不
満
を
抑
圧
し
や
す
い
、
そ
し
て
消
耗
品
と
考
え
て
い
る
朝
鮮
人
を

ふ
や
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
加
え
て
食
糧
増
産
と
い
う
事
情
を
考
え
る
と
、
日
本
人
を
そ
れ

に
回
す
ほ
う
が
得
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
松
代
工
事
動
員
者
の
援

兵
と
い
う
こ
と
を
た
え
ず
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
元
労
務
者
を
食
後

増
産
に
回
す
こ
と
は
、
軍
と
す
れ
ば
当
然
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

篠
ノ
井
国
民
勤
労
動
員
署
管
内
で
二
一
〇
〇
名
の
動
員
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ
が
さ

ら
に
町
村
別
に
割
当
ら
れ
た
が
、
し
か
し
そ
の
出
勤
日
と
出
動
人
員
は
次
第
に
延

期
、
削
減
さ
れ
、
出
動
日
数
も
二
〇
日
間
か
ら
一
五
日
間
（
七
日
間
）
に
短
縮
さ
れ

た
。
こ
れ
を
稲
荷
山
町
に
つ
い
て
整
理
し
た
の
が
∧
蓑
1
＞
で
あ
る
。

た
と
え
ば
最
初
決
定
の
第
一
次
二
月
十
日
四
名
、
第
二
次
二
月
十
九
日
二
一

名
が
、
変
更
に
ょ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
第
一
次
・
二
月
一
旦
一
五
名
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
そ
れ
が
変
更
さ
れ
て
二
月
一
日
一
二
名
と
半
減
、
最
終
的
動
員
は
一
〇
名
で
あ

っ
た
（
「
臣
勤
七
四
背
部
軍
マ
工
蓋
労
報
国
隊
隊
員
出
動
状
況
詞
」
が
第

一
次
か
ら
第
六
次
ま
で
の
最
終
出
動
調
査
で
、
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）
。

更
級
郡
指
導
支
部
長
か
ら
の
通
達
で
は
、
兼
部
軍
マ
（
l
〇
・
四
）
工
事
勤
労
報

国
隊
は
、
第
六
次
を
も
っ
て
長
期
出
動
は
打
切
り
と
し
て
い
た
が
、
「
現
在
迄
学
徒

卜
国
民
学
校
商
学
年
生
ヲ
以
テ
補
充
致
シ
居
り
候
由
ナ
ル
モ
労
務
ハ
益
々
逼
迫
、
学

（25）

徒
ノ
補
充
ト
シ
テ
出
動
方
」
最
少
限
度
と
し
て
要
請
あ
り
、
第
七
次
動
員
と
し
て
稲
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荷
山
町
で
は
五
月
十
五
日
よ
り
同
二
十
一
日
ま
で
七
日
間
三
名
が
出
動
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

ま
た
こ
れ
と
は
別
に
一
日
勤
労
報
国
隊
の
送
出
が
指
令
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
五

年
四
月
二
十
三
日
付
で
、
東
部
軍
、
動
員
署
か
ら
郡
・
町
翼
賛
壮
年
団
長
を
通
じ
、

四
月
二
十
七
日
一
日
間
、
年
齢
二
五
歳
以
上
六
〇
歳
迄
、
計
一
〇
〇
名
（
実
際
の
編

（26）

威
名
縛
で
は
九
二
名
）
　
の
動
員
が
き
て
い
る
。
地
元
と
現
場
と
の
送
迎
は
東
部
軍
の

ト
ラ
ッ
ク
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
こ
の
と
き
、
今
後
一
日
勤
労
報
国
隊
は
引
き
つ

づ
き
発
令
さ
れ
る
も
の
と
し
て
人
選
に
留
意
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

「
マ
工
事
」
は
「
一
〇
・
四
」
と
並
行
し
て
、
l
九
四
五
年
に
は
三
月
二
十
三
日

を
発
令
日
と
し
て
「
三
・
二
三
」
工
事
が
は
じ
ま
っ
た
。
舞
鶴
山
下
（
現
地
震
観
測

所
）
に
大
本
営
と
天
皇
・
皇
后
の
「
御
座
所
」
建
設
が
日
程
に
の
ぼ
っ
た
か
ら
で
あ

る
が
、
そ
れ
も
あ
っ
て
松
代
工
事
の
た
め
の
労
務
者
の
調
整
は
な
か
な
か
順
調
に
は

い
か
な
か
っ
た
。
既
述
の
朝
鮮
人
の
移
入
、
日
本
人
の
削
減
と
い
っ
た
問
題
の
ほ

か
、
工
事
状
況
の
変
化
で
労
務
者
の
調
整
問
題
が
出
て
き
た
。

四
月
二
十
三
日
一
日
送
出
依
額
の
二
日
後
、
四
月
二
十
五
日
付
で
稲
荷
山
町
長
に

（27）

つ
ぎ
の
協
力
依
頼
が
き
た
。
重
安
な
の
で
全
文
掲
載
す
る
（
タ
イ
プ
印
刷
）
。

「
拝
啓
　
晩
春
の
候
愈
々
御
清
祥
奉
慶
賀
供

陳
者
松
代
町
附
近
に
於
け
る
当
所
管
「
マ
　
二
〇
・
四
）
」
工
事
は
客
年
着
工
以

来
貴
村
各
位
の
御
援
助
を
得
着
々
進
行
致
居
候
処
今
般
「
マ
　
（
三
・
二
三
）
」
工

（不明）

事
も
併
せ
ロ
行
の
事
と
相
成
而
も
之
が
竣
功
期
日
は
時
局
の
緊
迫
に
伴
ひ
最
少
隈

に
於
て
完
成
の
要
有
り
現
在
確
保
労
務
者
に
て
は
労
力
不
足
の
為
期
日
完
成
難
期

侯
間
日
下
各
村
も
農
繁
期
に
入
り
御
多
忙
の
事
と
推
察
致
侯
も
右
御
賢
察
の
上
勤

労
報
国
隊
出
働
の
件
特
に
御
協
力
被
下
度
御
顧
中
上
侯
　
　
　
　
敬
　
具

昭
和
二
十
年
四
月
二
十
五
日

（壱カ）

東
部
軍
当
区
経
理
部
松
代
工
事
主
任

青

　

田

　

大

　

尉

（栄一）

運
輸
通
信
省
松
代
建
設
隊
長

技
師
　
河
　
野
　
康
　
雄
」

「
マ
（
一
〇
・
四
）
」
工
事
と
「
マ
（
三
二
≡
）
工
事
」
の
並
行
と
時
局
の
緊
迫

に
よ
っ
て
こ
こ
に
は
工
事
責
任
者
た
ち
の
焦
燥
感
が
み
ら
れ
る
。

（28）

こ
の
あ
と
の
稲
荷
山
町
の
動
員
を
み
る
と
、
①
五
月
二
十
五
日
付
で
国
民
義
勇
隊

（
い
ま
ま
で
の
勤
労
報
国
隊
と
名
称
変
る
）
五
〇
名
を
五
月
二
十
九
日
一
日
松
代
町

方
面
東
部
軍
（
三
二
l
三
）
工
事
に
動
員
。
㊤
東
部
軍
軍
事
用
道
路
開
発
勤
労
報
国

隊
の
出
動
と
し
て
五
月
六
日
か
ら
六
月
十
六
日
ま
で
、
三
日
間
を
一
期
と
し
て
一
四

期
出
動
、
毎
日
四
名
、
出
動
数
五
六
名
、
延
t
三
四
名
の
予
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
工

事
の
謝
礼
金
精
算
書
で
は
、
五
月
十
六
日
～
五
月
二
十
九
日
人
員
二
七
名
、
延
七
六

名
、
五
月
三
十
日
～
六
月
十
六
日
人
員
一
八
名
、
延
五
〇
名
と
あ
る
。
㊤
い
よ
い
よ

戦
争
の
最
末
期
に
な
っ
た
七
月
二
十
五
日
付
、
更
級
郡
連
合
義
勇
隊
長
阿
部
朋
文
の

稲
荷
山
町
義
勇
隊
長
宛
「
東
部
軍
緊
急
工
事
勤
労
動
員
二
関
ス
ル
件
」
は
、
米
機
動

部
隊
の
砲
煤
、
空
襲
の
被
害
を
述
べ
、
「
村
落
卜
眞
共
空
襲
必
至
デ
有
ル
、
全
ク
同

ジ
売
時
ニ
ナ
ッ
テ
完
勝
セ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
」
と
強
調
し
、
「
地
下
建
設
工
事
二
関

シ
テ
ハ
軍
令
：
、
依
り
地
域
義
勇
隊
二
対
シ
左
記
二
依
り
勤
労
動
員
ヲ
行
フ
生
産
能
率

ヲ
低
下
セ
ザ
ル
様
留
意
ノ
上
完
キ
ヲ
期
ス
べ
シ
」
と
、
従
来
の
勤
労
動
員
を
俵
顔
す

る
文
事
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
戦
局
の
危
磯
を
具
体
的
に
述
べ
た
、
絶
叫
調
の
指
示

文
事
に
な
っ
て
い
る
。
動
員
対
策
は
地
域
義
男
隊
（
地
域
内
職
域
小
隊
・
非
農
家
）

で
、
八
月
一
日
よ
り
九
月
三
十
日
ま
で
二
名
が
割
当
て
ら
れ
た
。
こ
れ
を
四
名
で
一

（29）

五
日
間
ず
つ
担
当
し
た
が
、
報
酬
金
調
査
書
を
み
る
と
実
際
に
は
八
月
一
日
か
ら
十

五
日
ま
竺
一
名
が
動
員
さ
れ
、
十
六
日
以
降
は
な
い
。
「
マ
工
事
」
も
第
十
二
万
両

（30）

軍
命
令
に
よ
っ
て
八
月
十
六
日
工
事
を
中
止
し
た
。

三
　
動
員
者
の
年
齢
・
聴
業
・
賃
金
等
の
問
題

松
代
工
事
の
責
任
者
た
ち
が
松
代
を
適
地
と
し
て
選
ん
だ
理
由
の
中
に
、
施
工
面

か
ら
み
る
と
長
野
県
は
ま
だ
比
較
的
労
力
が
潤
沢
で
あ
る
、
と
い
う
一
項
が
入
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
一
九
四
四
年
工
事
計
画
を
立
て
た
と
き
に
は
、
イ
地
区
は
「
三
月
中
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＜表2＞「松代工事」の勤労報国隊員の年齢・職業別階層

・宣…　　≡■…▲・毀 僞���ｼb�手工兼 傅H��ｼb�その鱒 ����ﾇh�僖驃餠9ZｩNH�｢�

．56′、ノ60 （明23′、ノ19） ���0 ���0 ���

51′・一55 （明28－24） 釘�1 ���0 澱�

小　　　計 釘�1 ���0 塗�������8�Ch�8�｢�

46′一50 （明33・～29） 澱�3 �2�0 ��"�

41′一45 （明38′→34） 途�3 �8b�1 ��?�蔗�

小　　　計 ��2�6 釘�1 �(��#H�����鉄H�CX�8�｢�

36（ノ40 （明43′一39） 31′一一35 （大4′一明44） 小計 澱�2���2 1 3 �������0 1 1 唐�R��8��#��CX�8�｢�

26′、′30 （大9′一5） ���0 ���0 0 ������(�C8�8�｢�

小　　　計 ���0 ���

合‘　計 �#r�10 迭�2 鼎B�

職舞百分比 田��CH�2�22．7％ ����CH�2�4．5％ �������C��8�｢�

前掲「書類綴」より作成。

第1次～第6次分より集計。

「その他」は歯科医・銀行員。

ニ
完
成
」
と
い
っ
た
考
え
方
が
東
部
軍
・
松
代
建
設
隊
等
に
は
あ
っ
た
ら
し
い
の
で

（31）
あ
る
。
四
四
年
十
二
月
三
十
一
日
付
の
町
村
勤
労
報
国
隊
の
割
当
予
定
を
み
て
も
、

第
一
次
が
一
九
四
五
年
一
月
十
日
、
第
十
一
次
が
四
月
十
五
日
か
ら
と
な
っ
て
お

り
、
四
五
年
一
月
八
日
の
割
当
で
も
二
月
一
日
ユ
二
月
一
日
で
篠
ノ
井
国
民
勤
労
動

韻
頂
管
下
三
〇
〇
名
、
四
月
末
日
菩
三
〇
〇
名
と
な
っ
て
い
る
と
。
ろ
か

ら
、
お
そ
く
も
四
月
が
一
応
の
目
標
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

し
か
し
実
際
は
、
「
マ
（
三
二
≡
）
工
事
」
も
並
行
し
て
す
す
め
ら
れ
て
い
く

た
め
完
成
は
お
く
れ
た
。
一
九
四
五
年
六
月
十
八
日
の
東
部
軍
管
区
部
隊
命
令
に
ょ

る
と
、
イ
号
倉
庫
は
七
月
末
を
も
っ
て
完
了
、
ト
ソ
ネ
ル
（
地
下
壕
）
工
事
は
六
月

末
日
ま
で
に
竣
工
を
限
度
と
す
る
と
い
う
予
定
で
、
工
事
の
「
概
成
時
期
」

は
、
イ
号
倉
庫
は
約
半
分
お
よ
び
ハ
号
倉
庫
は
六
月
末
、
こ
れ
以
外
の
施
設
は

（33）

七
月
末
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
少
し
ず
つ
お
く
れ
て
い
っ
た
。

そ
れ
で
は
動
点
さ
れ
た
勤
労
報
国
隊
卓
の
年
齢
・
職
業
か
ら
、
そ
の
労
働
力

を
う
か
が
っ
て
み
ょ
う
。
稲
荷
山
町
の
第
一
次
か
ら
第
六
次
ま
で
の
実
際
に
出

動
し
た
報
国
隊
員
は
四
国
名
、
延
人
員
六
六
〇
名
で
あ
る
が
、
こ
の
四
四
名
に

つ
い
て
年
齢
・
職
業
を
み
る
と
＜
蓑
2
＞
の
と
お
り
で
あ
る
。
単
純
比
で
い
う

と
年
齢
で
は
、
数
え
年
（
一
九
四
五
年
）
五
三
歳
を
最
高
に
最
低
は
三
〇
歳

で
、
四
〇
歳
代
が
二
四
名
（
五
四
・
五
％
）
、
三
〇
歳
代
が
〓
二
名
（
二
八
・

五
％
）
、
五
〇
歳
代
六
名
二
三
・
六
％
）
、
二
〇
歳
代
一
名
（
二
二
二
％
）
と

な
っ
て
、
四
〇
歳
代
を
主
体
に
そ
の
前
後
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
の
年
齢
は
お

お
よ
そ
兵
役
を
免
除
さ
れ
て
き
て
い
る
年
齢
者
が
多
い
。
と
の
報
国
隊
員
は
動

員
日
数
が
一
五
日
間
と
い
う
期
間
で
あ
っ
て
、
や
は
り
四
〇
歳
代
を
主
体
と
す

る
こ
と
が
限
度
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
四
〇
歳
代
は
か
な
り
の
年
齢
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
職
業
は
、
農
業
が
二
七
名
（
六
一
・
四
％
）
、
手
工
業
が
一
〇
名
（
二

二
・
七
％
）
、
商
業
が
五
名
（
二
・
四
％
）
、
そ
の
他
二
名
（
四
・
五
％
）
で
、

農
業
が
三
分
の
二
を
占
め
て
お
り
、
ほ
ぼ
当
時
の
農
家
数
の
割
合
で
あ
る
。

年
齢
と
職
業
を
鼠
み
合
せ
る
と
、
四
〇
歳
代
の
農
民
が
最
も
多
く
〓
二
名

（
二
九
・
五
％
）
、
三
〇
歳
代
の
農
民
が
九
名
（
二
〇
・
五
％
）
、
四
〇
歳
代
の
手
工

葉
が
六
名
（
〓
：
二
ハ
％
）
と
い
う
順
に
な
っ
て
お
り
、
四
〇
歳
代
の
農
民
と
い
う

地
域
の
中
堅
が
三
割
近
く
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

基
礎
数
字
が
小
さ
い
一
の
で
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
一
定
の
債
向

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
戦
争
末
期
の
一
日
蓼
員
は
国
民
義
勇
隊
と
い
う

形
式
な
の
で
、
六
〇
歳
と
い
う
高
齢
者
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
層
も
か
な
り
動
員
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
（
五
月
六
日
～
六
月
十
六
日
軍
用
道
路
の
建

設
、
六
〇
歳
は
明
治
十
九
年
生
）
。

（34）

つ
ぎ
に
賃
金
に
つ
い
て
簡
単
に
実
例
を
記
し
て
お
こ
う
。
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①
一
九
四
四
年
十
二
月
十
五
日
・
十
六
日
二
日
）
出
動

一
人
l
旦
二
円
二
〇
銭

④
一
九
四
五
年
四
月
二
十
七
日
出
動

一
人
l
日
六
円

㊥
l
九
四
五
年
五
月
二
十
九
日
（
マ
三
・
二
三
）

一
人
一
日
六
円

④
一
九
四
五
年
五
月
六
日
～
二
十
九
日
（
マ
三
二
二
二
）

l
人
一
日
六
円
五
〇
銭

①
一
九
四
五
年
五
月
三
十
日
～
六
月
十
六
日
（
マ
三
二
二
二
）

一
人
一
日
六
円
五
〇
銭

①
は
当
時
の
⑳
価
格
と
し
て
い
る
も
の
。
第
一
次
～
第
六
次
（
第
七
次
）
の
長
期

動
員
の
と
き
の
賃
金
の
史
料
は
な
い
の
で
、
一
九
四
五
年
四
月
以
降
の
一
人
一
日
六

円
と
い
う
数
字
の
出
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
（
以
上
松
代
工
事
勤
労

報
国
隊
の
例
）
。

つ
ぎ
に
作
業
現
場
に
入
っ
た
稲
荷
山
勤
労
報
国
隊
員
か
ら
稲
荷
山
町
長
・
同
壮
年

W
仰
凡

団
長
等
に
送
ら
れ
た
ハ
ガ
キ
を
解
介
し
よ
う
。

①
一
九
四
五
年
二
月
四
日
消
印
町
長
宛
松
代
建
設
隊
い
地
区
勤
報
隊
一
号
室
第
一
班

稲
荷
山
勤
報
隊

「
拝
啓
陳
者
今
度
青
々
勤
報
隊
出
発
二
際
し
て
ハ
態
々
壮
行
会
を
御
催
し
被
下
儀

種
々
御
高
配
を
添
う
し
難
有
御
礼
中
上
侯
、
当
日
正
時
間
二
到
着
各
町
村
隊
員
と

巌
に
入
場
式
を
挙
行
致
し
表
記
宿
舎
を
割
当
ら
れ
申
侯
、
一
同
非
常
に
張
り
切
っ

た
る
気
拝
に
て
二
日
よ
り
作
業
に
就
労
致
居
候
間
何
卒
御
安
心
被
成
下
度
侯
、
一

号
舎
三
十
七
名
隊
長
下
略
喜
一
郎
氏
統
率
の
許
に
軍
隊
式
規
律
に
て
暮
し
居
候
、

先
ハ
右
御
礼
穿
御
報
ま
で
如
漸
御
座
侯
、
乍
末
筆
役
場
員
皆
様
に
ょ
ろ
し
く
願
上

侯

　

　

　

敬

　

具

」

（

句

読

点

筆

者

）

㊤
一
九
四
五
年
三
月
十
五
日
消
印
町
長
・
壮
年
団
長
宛
埴
科
郡
豊
栄
村
（
西
松
組
）

（
は
地
区
）
（
大
久
保
事
務
所
内
）
稲
荷
山
勘
報
隊
小
林
甲
膏
（
到
着
挨
拶
に
つ
き

本
文
略
）

㊥
一
九
四
五
年
三
月
二
十
八
日
消
印
　
役
場
永
井
宛
東
部
軍
（
マ
一
〇
・
四
）
建
設

工
事
口
地
区
官
本
班
玉
井
重
松
（
本
文
略
）

こ
の
ほ
か
に
一
九
四
五
年
二
月
十
七
日
消
印
　
町
長
宛
長
野
県
埴
科
郡
第
一
次
数

報
隊
第
二
号
舎
隊
員
代
表
池
田
串
隆
名
の
封
書
あ
り
。
内
容
は
、
稲
荷
山
町
出
身
の

下
略
喜
一
郎
隊
長
が
「
吾
が
第
一
号
三
角
兵
舎
隊
長
の
適
格
者
」
で
、
責
任
者
と
し

て
指
導
し
た
こ
と
を
絶
賛
し
、
隊
員
l
同
を
代
表
し
て
感
謝
す
る
と
い
う
も
の
。
池

田
名
の
第
一
次
出
勤
者
は
稲
荷
山
町
出
身
の
l
O
名
に
該
当
者
が
な
い
の
で
他
町
村

の
隊
員
で
あ
る
。
ハ
ガ
キ
①
に
「
二
号
舎
三
十
七
名
隊
長
下
崎
喜
一
郎
氏
」
と
あ

り
、
い
く
つ
か
の
町
村
の
混
合
隊
で
あ
る
。

な
お
ハ
ガ
キ
①
は
S
地
区
で
二
月
に
、
㊤
は
M
地
区
で
三
月
に
、
①
は
伺
地
区
で

三
月
に
作
業
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

病
気
・
負
傷
な
ど
に
つ
い
て
は
、
稲
荷
山
町
の
第
l
次
～
第
六
次
出
勤
者
四
四
名

の
「
出
動
状
況
調
」
を
み
る
と
、
「
病
気
一
週
間
」
「
病
気
一
週
間
早
帰
」
「
負
傷
二

週
間
早
帰
」
と
注
記
さ
れ
た
者
が
計
三
名
お
り
、
病
気
・
負
傷
者
が
一
割
近
く
い
た

こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
と
め

「
松
代
大
本
営
」
の
建
設
に
動
員
さ
れ
た
日
本
人
の
勤
労
報
国
隊
の
実
態
に
つ
い

て
、
更
級
郡
稲
荷
山
町
の
実
例
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の
中
で
、
動
員
に
は
二

形
態
が
あ
り
、
l
つ
は
一
定
の
期
間
三
角
兵
舎
と
呼
ば
れ
る
宿
舎
に
宿
泊
し
て
、
石

原
の
運
搬
を
主
と
し
た
作
業
－
そ
れ
も
一
日
二
交
代
な
り
三
交
代
制
に
よ
っ
て
お
こ

な
う
労
働
と
、
も
う
l
つ
は
一
日
勤
労
を
お
こ
な
う
形
態
で
あ
る
。
前
者
は
、
松
代

の
宿
舎
ご
と
に
お
か
れ
た
隊
長
（
動
員
者
）
の
指
揮
下
に
軍
隊
式
の
親
律
に
よ
っ
て

労
働
と
生
活
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
労
働
す
る
作
業
場
所
は
、
イ
・
ロ
・
ハ
の
三
地
区

に
展
開
し
、
稲
荷
山
町
の
勤
労
動
員
も
こ
の
三
地
区
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
労
働

は
宿
舎
建
設
か
ら
地
下
壊
掘
削
ま
で
の
「
マ
二
〇
・
四
）
工
事
」
と
、
大
本
営
・
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天
皇
「
御
座
所
」
建
設
の
「
マ
（
三
・
二
三
）
工
事
」
と
並
行
し
て
実
施
さ
れ
た
。

動
員
者
の
町
長
宛
な
ど
の
ハ
ガ
キ
等
の
通
信
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
労
働
と
生
活

の
実
態
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
た
。

以
上
に
そ
の
一
部
を
記
し
た
が
、
第
l
に
動
員
状
況
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
す

で
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
と
新
し
い
事
実
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。

第
二
に
、
朝
鮮
人
労
働
力
の
移
入
の
名
に
よ
る
強
制
連
行
に
よ
っ
て
労
働
力
が
豊

富
に
な
り
、
日
本
人
の
動
員
人
数
が
減
少
し
、
ま
た
労
働
日
数
を
減
ら
し
、
さ
ら
に

労
働
期
間
も
減
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
と
異
な
っ
た
状
態
が
出
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
実
態
が
示
す
も
の
は
、
植
民
地
の
朝
鮮
人
に
危
険
で
苛
酷
な
労
働
を
強

い
て
消
耗
品
の
よ
う
な
扱
い
を
し
、
日
本
人
の
動
員
者
に
対
し
て
は
、
危
険
性
の
少

な
い
石
原
の
運
搬
に
従
事
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期

の
朝
鮮
人
に
対
す
る
具
体
的
な
待
遇
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
方
で
緊
急
な
大
工
事
と
叫
び
な
が
ら
、
農
業
労
働
の
重
要

性
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
日
本
人
の
労
働
力
を
減
少
す
る
と
同
時
に
、
一
日
勤
労
報

国
隊
を
ふ
や
す
な
ど
、
作
業
隊
の
労
働
調
整
は
首
尾
一
貫
せ
ず
、
苦
し
い
や
り
く
り

を
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
戦
居
不
利
の
中
で
、
大
本
営
建
設
が
き
わ

め
て
困
難
な
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
三
に
労
働
力
の
質
の
問
題
で
あ
る
が
、
稲
荷
山
町
の
動
員
者
の
年
齢
と
職
業
と

の
関
係
か
ら
み
る
と
、
松
代
大
本
営
に
働
く
動
員
者
は
四
〇
歳
代
を
中
心
に
し
た
そ

の
前
後
の
年
齢
層
が
多
く
、
兵
役
を
免
除
さ
れ
た
年
齢
層
が
多
く
、
し
か
も
農
業
者

が
多
い
。
農
村
生
活
者
の
中
核
層
で
あ
る
。
職
業
で
は
農
業
者
が
多
い
。
年
齢
と
職

業
を
組
み
合
せ
る
と
、
四
〇
歳
代
の
農
業
者
が
三
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
質
の
高
い
労
働
力
が
長
野
県
に
潤
沢
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
科
学
的
調
査

の
結
果
で
は
、
盾
州
に
対
す
る
か
な
り
希
望
的
推
測
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
日

動
員
を
み
て
も
五
〇
歳
代
の
高
齢
者
が
み
ら
れ
、
当
時
一
九
四
四
～
四
五
年
の
農
村

地
域
に
は
、
二
〇
～
三
〇
歳
代
の
青
年
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

労
働
力
の
問
題
止
し
ぼ
っ
七
松
代
大
本
営
の
建
設
問
題
を
考
え
る
と
き
、
一
つ

は
、
そ
の
間
題
と
同
時
に
他
の
勤
労
動
員
の
実
態
と
の
か
か
わ
り
で
総
合
的
に
考
え

る
必
要
が
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
日
本
人
の
労
働
力
と
と
も
に
、
七
千
人
と
い
わ
れ

た
朝
鮮
人
労
務
者
の
実
態
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
注
1
）
　
主
な
参
考
文
献
と
し
て
、
朴
慶
植
著
『
朝
鮮
人
強
制
連
行
の
記
録
』
（
未
来
社
）
、

中
村
勝
実
著
屈
代
大
本
営
』
（
礫
）
、
山
根
昌
子
著
『
進
か
な
る
旅
Ⅰ
戦
後
史
の
谷

間
か
ら
』
（
銀
河
書
房
）
、
和
田
畳
著
『
図
説
・
松
代
大
本
営
』
（
郷
土
出
版
社
）
、
松

代
大
本
営
資
料
研
究
会
露
『
解
説
と
資
料
・
松
代
大
本
営
』
恥
、
長
野
県
歴
史
教
育

者
協
議
会
滞
『
年
報
7
・
社
会
科
教
育
長
野
』
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
ド
キ
ュ

メ
ソ
ト
風
の
も
の
は
多
数
あ
り
、
以
下
必
要
紅
応
じ
て
注
記
す
る
。

（
2
）
　
長
野
市
松
代
町
児
沢
聡
氏
ほ
か
。

（
3
）
　
こ
の
繹
冊
に
は
、
一
九
四
四
年
四
五
年
を
中
心
に
、
町
内
外
の
工
場
、
鉱
山
そ
の
他

へ
の
勤
労
動
員
の
公
文
書
が
綴
ら
れ
、
総
合
的
に
研
究
す
べ
き
史
料
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
「
松
代
大
本
営
」
工
事
に
限
定
し
た
。

（
4
）
（
7
）
（
彗
　
青
田
英
一
「
〔
証
言
記
録
〕
松
代
大
本
営
工
事
回
顧
」
（
『
軍
事
史
学
』
算

二
〇
巻
第
二
号
二
九
八
三
年
）

（
5
）
　
日
本
放
送
出
版
協
会
『
歴
史
へ
の
招
待
』
2
4
所
収
「
幻
の
大
本
営
」

（
6
）
　
『
木
戸
幸
一
日
記
』
（
東
大
出
版
会
）
一
九
四
五
年
七
月
二
十
五
日
－
三
十
一
日
の

条。

（
8
）
　
『
長
野
県
史
近
代
史
料
編
』
第
四
巻
二
二
九
1
一
四
四
貢
。

（
9
）
　
（
注
1
）
の
各
吾
に
詳
し
い
。

（
1
1
）
（
1
2
）
（
1
3
）
（
1
4
）
（
1
5
）
（
ユ
6
）
（
1
8
）
（
1
9
）
（
2
0
）
（
2
1
）
（
讐
（
讐
（
2
4
）
（
讐
（
讐
（
2
7
）
（
讐

（
2
9
）
（
3
4
）
（
3
5
）
　
更
埴
市
史
編
纂
室
所
蔵
「
国
民
勤
労
報
国
隊
関
係
書
塀
綴
　
稲
荷
山
町
役

場」。

（
1
7
）
　
長
野
市
松
代
町
催
本
小
岩
氏
ほ
か
。
（
注
エ
）
松
代
大
本
営
資
料
研
究
会
の
資
料
に
も

何
人
か
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（歴史学）

前
掲
『
長
野
県
史
』
第
四
巻
一
四
四
貢
。

（
注
1
5
）
の
要
項
メ
モ
。

（注22）
前
掲
『
長
野
県
史
』
第
四
巻
二
二
九
1
一
四
〇
貢
。


